
　　身体障害者相談所における補装具判定～適合判定までの流れ

市町村から判定依頼書受理

　↓

判定医（15条指定医等）による来所・書類判定

　↓

結果を受け、給付決定・支給券発行が市町村から申請者へ発送される。

　↓

補装具作成（補装具業者、申請者）

　↓　

　　　　適合判定（身体障害者相談所）

来所判定 　　書類判定(相談所へ提出）

　・ご本人と補装具業者が来所し、 〇検査依頼書：意見書・処方箋を作成し

　判定医による適合判定を受ける。 た医師により記入。

〇補装具完成写真（本人装着・乗車）：

　〇支給券に判定年月日と判定医名 義肢・装具の場合は前方・側方・後方からの

　（相談所医師名）が記入され、 写真。車椅子・姿勢保持装置の場合は、斜め

　支給券は有効となる。 前方と斜め後方の写真が必要。付属品が確認

できるようにする。

〇支給券：支給券に判定年月日と判定医名

（相談所医師名）が記入され、支給券は有

効となる。

　　　支給券は補装具業者に渡され、市町村へ提出されます。

　　書類適合判定に関する書類の作成に関して、県外業者の場合、適合判定の流れが理解さ

　れていないことが多く、未適合が多くあります。市町村からの周知も宜しくお願いします。

注意事項

・未適合のまま、放置又は支給券を発行した場合、適合処理が行われていないものと見なし、

　次回、補装具作成の際に申請が困難になる可能性があります。

※相談所の判定に基づいて製作された補装具を給付する場合には、相談所等による適合判定

　を行うこととされています。

※相談所は適合判定を行い（または補装具費支給意見書を作成した医師の適合判定が適切に

　行われたか確認を行い）、最終的に、市町村は医師及び相談所による適合判定が行われた

　ことを確認することとされています。

※参考

　補装具費支給事務取扱指針（平成30年3月23日障発0323第31号）第2-5(1)ア、イ


